
令和元年度
越谷市空家等対策協議会

日時：令和元年１１月２１日（木）
午後２時～

場所：越谷市役所本庁舎５階
第１委員会室



越谷市空家等対策計画の実施状況について

報告事項



越谷市における空家状況及び本計画の周知

市内不動産の所有者等に対する啓発チラシの送付
（納税通知書に同封）

ホームページの改定

１３地区における説明会の実施

住宅産業懇話会及び
宅建協会越谷支部勉強会での
講師依頼

約１２万通

４１８人の参加

約６千回の閲覧

約４５人の参加

（令和元年9月末時点）



越谷市における空家状況及び本計画の周知

固定資産税等の納税通知書への同封文



越谷市における空家状況及び本計画の周知

市内１３地区における説明会

周知チラシ

周知の方法
・広報紙、ホームページの掲載
・各地区センターにおける案内掲示
・自治会連合会、老人クラブ、
民生児童委員、消防団ヘの周知
・全自治会長へのお知らせ

⇒ 参加者：４１８人
（計画策定前の説明会の約１７倍）



越谷市における空家状況及び本計画の周知

市内１３地区における説明会

説明会風景

主な質問事項

・空家に関する市の相談先に
ついて
・自治会や地域住民にできること
について
・固定資産税の住宅用地の特例
について
・特定空家等の認定基準について
・空家化の予防について

⇒ 説明会後、所有者や自治会等からの相談が増加

⇒ 地域住民等の関心向上



越谷市空家等対策計画の基本方針

１．適正管理対策
（1）管理不全な状態の空家等への対応
（2）適正管理のための支援
（3）解決が困難な事案への対応

２．予防・抑制対策
（1）予防行動の促進
（2）建築物の良質化

３．活用・流通対策
（1）空家等の流通の促進
（2）空家等の多様な活用
（3）跡地の活用促進



法に基づく特定空家等の措置状況（全国）

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策



（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策

空家法に基づく
措置の流れ



適正管理対策の状況

（1）管理不全な状態の空家等への対応

特定空家等の件数（令和元年１１月１１日時点）
認定件数： ７７件 （管理不全空家等受付件数 ６８８件）

指導中件数： ５５件
一回目助言・ 指導： ４１件
二回目助言・ 指導： １３件
勧告 ： １件

所有者不明等の件数： ５件
相続人不明 ： ４件
所在不明 ： １件

完了件数 ： ２２件

１．適正管理対策



助言・指導書同封チラシ（納税通知書にも同封）

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策



助言・指導書同封チラシ（R1.7～）

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理対策



適正管理対策推進に向けて、
公益社団法人越谷市シルバー人材センター
との協定締結

令和元年１１月２５日締結予定

所有者等の依頼に応じ、適正管理の実施
・空家等の見回り及び点検
・空家等の清掃、除草及び植木の剪定

（2）適正管理のための支援
１．適正管理対策

宅地建物取引業協会 越谷支部
との協定締結（平成３１年２月）

適正管理だけでなく
予防、活用・流通対策
でも連携



（3）解決が困難な事案への対応
１．適正管理対策

所有者不明案件への対応（財産管理人制度の活用）



（3）解決が困難な事案への対応
１．適正管理対策

所有者不明案件への対応（財産管理人制度の活用）



【高齢者の集まり】（空き家予備群）
・高齢者向けサロン
・福祉施設、病院等の家族会
・自治会の集会

講師：司法書士
行政書士 ５軒に１軒が空き家予備軍

相続おしかけ講座
遺言作成
など、
相続対策の
意識啓発

相続対策により
空き家の増加を抑制
(売却、適切な管理の実施等)

空き家予備軍への
積極的な働きかけ

宮代町西口８町会地区 交流サロンどんぐりクラブ

相続 が６割
※平成２６年空き家実態調査（国）

空き家の
発生要因 ⇒ 相続おしかけ講座

＜H30.10 プレ講座の様子＞

白岡市 Studio Labo オレンジカフェ

講演
相談

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

背景・概要



空家の予防対策として相続対策講座の実施

日時：令和元年１０月８日
対象：市内在住６０歳以上
場所：老人福祉センター けやき荘
講師：司法書士２名
周知：ホームページ、広報紙、

社協だよりへ掲載
各地区センター掲示
cityメールによるお知らせ

１７名の参加

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策



質問や意見及びアンケート結果

（空家等に関する質問や意見）
・両親が住んでいる家について考えるきっかけになった。
・遺言書に空家を市に寄付すると書くとどうなるか。
・別荘を所有しているが、今後どうするかを悩んでいる。

（講座全般に関するアンケート）
・また聞きたいと思える講座だった。
・家族信託、後見人制度のメリットと
デメリットを中心に詳しく知りたい。
・遺言書の書き方を詳しく聞きたい。

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策



（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

※亡くなられた方が住んでいた家が空き家になることで、周辺の生活
環境に悪影響を及ぼすことがあります。

空き家等でお困りのことがありましたら、本庁舎３階「建築住宅課」に
ご相談ください。電話０４８－９６３－９２３５

⇒空き家に関する相談先について掲載し、周知を図る

死亡届受付時に市民課が配布する案内



（2）建築物の良質化
２．予防・抑制対策

１．住宅の耐震化促進

①簡易耐震診断

②耐震診断補助

③耐震改修補助

④簡易耐震改修補助

木造２階建て以下の住宅が対象の
無料の簡易耐震診断を実施

旧耐震（昭和５６年５月３１日以前）
の木造２階建て以下の住宅における
耐震診断・改修工事に対して補助金
を交付

（耐震シェルター・防災ベッド）

⇒窓口相談、ホームページ、広報紙、地区だより、防災訓練での周知



（2）建築物の良質化
２．予防・抑制対策

２．長期優良住宅の普及促進

①長期優良住宅とは

１．高い性能を備えた住宅

⇒ホームページでの周知、
認定建物所有者へ
リーフレットの配布

２．長く住み続けられる住宅

３．環境にやさしい住宅

②長期優良住宅のメリット

１．税制の優遇措置

２．住宅ローンの金利引下げ

３．地震保険料の割引



（2）建築物の良質化
２．予防・抑制対策

３．省エネ住宅の普及促進

⇒環境負荷の少ない省エネルギー住宅及び再生可能エネルギーの
活用の普及促進に向け、関係課と連携を図り、ホームページでの周知
や、窓口での申請受付を実施
所有者だけでなく、業者に対して、法律改正のチラシを窓口にて配架

窓口等での相談や周知、啓発により
建築物の良質化を図ることで空家化を予防・抑制

⇒今後も引き続き周知等を実施する



平成３１年２月に宅地建物取引業協会
越谷支部と協定締結

（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策



活用・流通対策の状況

空家相談会の実施（月一回）
（令和元年４月～１１月開催時点）

１３名の参加

（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策

【相談内訳（重複あり）】
売却・賃貸希望 7件
購入・賃貸希望 3件
解体 4件
活用・跡地利用 2件
税金・3,000万控除 2件
施設入所 1件
相続 1件

相談会の参加により、１件が仲介成立



（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策

・助言・指導書へ同封
・窓口で相談者等へ配布

空家指導に伴う所有者からの
同意 （令和元年４月～１０月末時点）

１３名からの同意

４名が仲介成立

*（ ）内は、同意書による同意数
（令和元年７月から実施）

（９名）

（３名）



（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策

適用期間が２０１９年１２月３１日までだったが、４年間延長
⇒空家対策における本施策の高い重要性により延長が決定



（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策

⇒引き続き、制度の周知及び申請受付及び交付を行う
周知方法：ホームページ、助言・指導書への同封

適用件数 １４件
問い合わせ回数 １１０回

（平成２８年度）

（平成２９年度）

（平成３０年度）

（令和元年度１０月末時点）

適用件数 １５件
問い合わせ回数 ２３９回

適用件数 １８件
問い合わせ回数 ２６６回

適用件数 ８件
問い合わせ回数 ７１回

適用件数、問い合わせ回数ともに年々増加している
⇒市民等の関心度が向上している

空き家の発生を抑制するための特別措置の適用件数等



（2）空家等の多様な活用
（3）跡地の活用促進

３．活用・流通対策

空家バンクの運営に向け、
宅地建物取引業協会と協議中



計画の目標に対する実績

目標の指標

１ 目標の周知及び関心の向上
（計画目標：ホームページ アクセス数10,000回/年）

２ 地域住民や関係団体との連携体制の構築

⇒ 6,117回（9月末時点）
Ｈ30年度は6,639回であり、
年間12,234回の見込み（184％増加）

⇒ 平成３１年２月に宅地建物取引業協会越谷支部と
協定締結し、適正管理対策、予防対策、活用・流通対策
における所有者等の取組を支援できる連携体制を構築



計画の目標に対する実績

目標の指標

３ 相談窓口の整備

４ 除却等及び活用の促進

５ 空家バンクの充実

⇒ ・建築住宅課を総合的な相談窓口として設置
・空家管理システムによる関係課との横断的な対応と
一元的な情報管理
・各種団体と連携した体制を構築

⇒ ・宅地建物取引業協会と連携し、月1回の相談会を
開催する等、適正管理や予防、活用の促進に向けた
仕組みを整備済

⇒ 空家バンクの運営に向け、
宅地建物取引業協会と協議中


